
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2014年7月1日現在（病床機能報告制度） 2025年必要病床数 

高度急性期 １０床 高度急性期 １９６床 

急性期 １，８２１床 急性期 ８２６床 

回復期 １４６床 回復期 ６７７床 

慢性期 ９４７床 慢性期 ６４８床 

〔病棟ごとに主たる機能を医療機関が自主的に報告したもの〕 在宅等 ３，４２５人／日 

 ※2025 年における医療需要を基にした必要病床数と毎年度実施される病床機能報告制度の結果を比較することにより、
各地域で不足すると見込まれる機能を補いながら、各地域の実情に即した医療提供体制を整備します。 

施策の方向 

 県は、調整会議等を開催し、関係者間の情報共有を図り円

滑な連携体制の構築を進めるとともに、各医療機関の自主的

な取組みを踏まえ、地域の病床機能の分化と連携の状況に応

じ、各医療機関が地域で求められる役割を果たすために必要

な取組みについて、協議します。 

 各医療機関、関係団体、県及び市は、連携してそれぞれの

役割に応じて下記の施策に取り組み、または支援することと

します。 

 

Ⅰ 病床の機能の分化及び連携の推進 

・各医療機関は、病床の機能の分化及び連携を促進するた

め、病床機能の転換等に必要な施設・設備を整備すると

ともに、地域内で必要なときに適切な医療を適切な場所

で受けることができる医療提供体制の構築に取り組み

ます。 

・医師会をはじめとする各種団体や各医療機関は、医療機

関等の円滑な連携を図るため、情報通信技術（ＩＣＴ）

を活用した地域ネットワークの構築に取り組みます。 

・入院患者の口腔健康管理（口腔機能管理、口腔衛生管理

及び口腔ケアを含む。）及び周術期の口腔機能管理を実

施するため、在宅歯科医療連携室から歯科医師及び歯科

衛生士を派遣できる体制を構築します。 

 

Ⅱ 在宅医療の充実 

・県、市、医療・介護関係団体等は、地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた在宅医療等の地域課題を解決するた

め、関係者（多職種）による「在宅医療・介護推進協議

会（仮称）」を設置します。 

・各医療機関や関係団体は、在宅医療・介護連携のための

相談員（コーディネーター）の育成や情報通信技術（Ｉ

ＣＴ）による医療介護情報の共有等に取り組みます。 

・地域住民が居宅等において安心して医療を受けることが

できるよう、各医療機関や関係団体は、在宅医療等に必

要な人材の確保や機器等の整備を進めるとともに、多職

種の連携体制を構築します。 

 

・各医療機関は、入院患者の在宅医療等への移行や急変

した在宅医療等の患者の受入れがスムーズにできるよ

う、施設・設備や相談等の体制を整備するとともに、

関係機関との連携体制を構築します。 

・県や市、関係団体は、地域住民が安心して居宅等にお

いて医療が受けられるよう、各種制度や支援体制など

を周知するとともに、相談体制を整備します。 

・関係団体は、在宅療養者、施設入所者等の口腔健康管

理を推進するため、関係医療機関との連携や受診相談

等を行う「在宅歯科医療連携室」の充実を図ります。 

・訪問看護、かかりつけ薬局への転換を通じた訪問服薬

指導の充実など、在宅医療を支える体制の構築に努め

ます。 

・在宅医療を担う医師（認知症サポート医、総合診療医

等）、歯科医師、薬剤師、看護師等の確保・養成に努め

ます。 

・多職種協働による在宅医療提供体制の整備を図るため、

在宅医療・介護連携に関する会議や多職種連携のため

の研修を開催します。 

 

Ⅲ 医療従事者の確保・養成 

・県は、医療従事者の過重な勤務による離職を防止する

ため、チーム医療の推進、医療機関の勤務環境の改善

及び医療従事者等の確保の支援に努めます。 

・県や市、関係団体が一体となって医師等不足する医療

従事者の確保に努めます。 

・県と市は、特に疲弊の激しい救急医療を維持・確保す

るため、かかりつけ医を持つことを推奨するとともに、

救急医療の適正受診について普及啓発を行います。 

・県や市、関係団体は、地域住民が適正受診に向かうよ

う、地域の医療提供体制に関する情報の適切な公表や

普及啓発に取り組みます。 

・県や関係団体は、医療従事者の質の向上や地域定着を

促進するため、連携して各種研修会やセミナー等の開

催など学習環境の整備に取り組み、人材の確保・育成

に努めます。 
 

◆◇◆ 新居浜･西条構想区域 ◆◇◆ 

・新居浜・西条構想区域では、地域住民の誰もが適切な医療を受け、できる限り住み慣れた地域で安心して生活

を継続できるよう、地域全体で治し支える「地域完結型医療」を目指します。 

・安全・安心で質が高く効率的な医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することによ

り、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進します。 
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